
取
材
を
終
え
て

今
回
取
材
し
た
新
野
未
来
塾

は
、
活
動
を
地
域
ぐ
る
み
の
も

の
へ
発
展
さ
せ
る
な
ど
の
成
果

が
認
め
ら
れ
、
県
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
推
進
協
議
会
か
ら

平
成
28
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
賞
で
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
市
民
活
動
団
体

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
担
い
手
不
足

を
課
題
に
挙
げ
る
。

「
例
え
ば
カ
カ
シ
祭
り
の
一

部
だ
け
参
加
し
て
み
よ
う
で
も

構
わ
な
い
」
新
野
未
来
塾
へ
の

取
材
の
中
で
出
て
き
た
言
葉
。

市
民
活
動
へ
の
参
加
の
ハ
ー
ド

ル
が
下
が
る
一
言
だ
っ
た
。
多

く
の
団
体
に
お
い
て
活
動
目
的

は
違
え
ど
、
そ
の
背
景
に
あ
る

の
は
「
御
前
崎
愛
」。

一
緒
に
や
ろ
う
。
一
歩
踏
み

出
し
て
み
よ
う
。
そ
ん
な
思
い

が
今
後
の
御
前
崎
を
支
え
る
の

だ
ろ
う
。�

（
終
） ▲コミュニティ活動賞授賞式

●補助対象団体
・御前崎市を活動拠点とし、構成員が5人以上であり、そのうちの半数以上が市内に在住していること
・政治、宗教または営利を目的としていない団体であること
・イベントなどのために一時的に組織された団体でないこと
●補助対象活動
・市内で実施する活動
・地域の課題などに自主的・自立的に取り組む活動
・地域の景観や歴史文化などを生かした地域活性化につながる活動
・地域活性化に効果的なイベントなどの活動（まちおこしイベントなど）
●補助活動の区分と補助金額

補助活動の区分 補助対象経費 補助率 補助額 備考

手作り施設整備活動
①ミニ公園、遊歩道、花壇、看板などの整備に
係る原材料費の購入費
②重機などの機器借り上げに要する経費

10 分の 10 30 万円
以内

複数年にわたる同一活動
における補助は３年を限
度とします。人づくり等育成活動

講演会や講習会などの人材育成活動に要する報償
費、旅費、需要費、役務費、使用料およびレンタル料、
その他経費

10 分の 10 20 万円
以内

地域活性化のための活動 イベントなどに要する報償費、旅費、需要費、
役務費、使用料および借り上げ料、その他経費 10 分の 10 20 万円

以内

手作り施設整備活動
【フォローアップ型】

①ミニ公園、遊歩道、花壇、看板などの整備に
係る原材料費の購入費
②重機などの機器借り上げに要する経費

2分の 1 15 万円
以内

手作り施設整備活動補助
を既に３回受けた団体が
対象となります。

補助額は平成 28年度のものです。

　市民の皆さんが、日々の生活の中で培ったアイデアや技能などを最大限
に発揮し、御前崎市が元気なまちとなるよう、市では、まちづくりや人づ
くりなどを自発的に取り組んでいる活動団体に、補助金を交付しています。
また、「市民活動なんでも相談会 in 御前崎」を定期的に開催し、活動を始め
ようとしている人、活動中の人を対象にサポートしています。

市民活
動を
応援！

御前崎市まちづくり活動支援補助金

　市民活動やＮＰＯ活動において、皆さんが抱え
ているさまざまな悩みや問題を一緒になって解決
していきます。
　「地域にかかわってみたい！」「ＮＰＯって何？」
「社会貢献活動をしてみたい」「企業としてできる
社会貢献を考えてみたい」という人も大歓迎です
ので、お気軽にご相談ください。

日　　時：毎月第３木曜日　
　　　　　14 時～ 17 時
　  　　 （予約状況により変更になることがあります。）
場　　所：御前崎市役所　会議室
予　　約：必要
備　　考：おおむね１団体１時間程度
申し込み：秘書政策課
　　　　　☎０５３７- ８５- １１６１

「市民活動なんでも相談会 in 御前崎」
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